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2  

2.1 点検の目的 

通常点検は、維持管理業務の一環として管理する軌道および構造物の現状を把握し、安全性や耐荷力・耐

久性に影響する損傷を早期に発見することにより、安全かつ円滑な交通を確保するとともに、点検結果等で

得られた情報を蓄積することにより効率的な維持管理を行うことを目的とする。 

 

【解 説】 

通常点検は、定期点検のインターバルを補完し、これまでに発見された劣化群の劣化進行度合いの確

認及び新たな緊急対処箇所の捕捉を目的としている。通常点検を高頻度に実施することにより定期点検

を補完することができ、更なる安全性の確保が可能となる。 

 

 

2.2 点検の内容と頻度 

通常点検は、軌道の点検と構造物の点検に分類され、広島高速交通㈱が定める基準に従い実施する。 

軌道の点検は 4か月に 1回、構造物の点検は、2年に 1回の目視点検を行う。 

 

【解 説】 

通常点検は、広島高速交通㈱が定める「軌道及び構造物実施心得」及び「軌道及び構造物検査基準」

に従い、軌道の点検は 4か月に 1回近接目視点検を行い、構造物の点検は 2年に 1回の遠望目視点検を

行う。 
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2.3 使用する機器 

通常点検時は、表- 2.3.1の機器を携行し点検を実施する。 

 

表- 2.3.1  使用する主な機器 

区分 用具名 備考 

列車監視員 笛  

列車時刻表  

時計  

列車防護用器具  

作業責任者 笛  

時計  

携帯電話  

その他必要な器具  

 

 

 

【解 説】 

通常点検は、広島高速交通㈱が定める「巡視細則」に従い、安全チョッキおよび腕章を着用の上、適

切な機器を使用して点検を実施する。 

 

 

2.4 点検体制 

点検体制は、3名以上で目視点検を実施する。 

 

【解 説】 

徒歩による軌道外の点検は作業責任者、点検者の 2名で実施する。 

また、徒歩による軌道内の点検は、列車監視員、作業責任者、点検者の 3名で安全に退避できる位置

で実施する。 

点検業務に携わる点検体制としての標準は表- 2.4.1のとおりとする。 

表- 2.4.1  点検作業時の編成人員 

近接手段 軌道外 軌道内 備考 

列車監視員 - 1人※1 HRT 

作業責任者 1人 1人  

点検者 1人 1人  

※1 列車監視員は、広島高速交通㈱が定める巡視細則に基づいて編成人員を決定する。 
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2.5 損傷状況の把握 

2.5.1 損傷状況の把握 

通常点検の結果、損傷を発見した場合または前回から対策が施されている箇所について、部位、部材の最

小評価単位毎、損傷の種類毎に損傷の状況を把握する｡ 

また、点検する主要な部材について表- 2.5.1に示す。 

 

表- 2.5.1  点検対象部材 

工種 部材 備考 

上部工 

主桁  

横桁  

床版  

下部工 橋脚  

橋面工 

走行路  

伸縮装置  

壁高欄  

橋面その他  

付属物 
支承  

排水装置  

 

 

 

【解 説】 

通常点検は、前述した目的で実施されるため、インフラ施設を構成する全ての部材を対象に実施し、

損傷の進行程度等を記録する必要がある。 
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2.5.2 損傷程度の評価と基準 

損傷程度の評価と基準は、部材毎、損傷種類毎に評価するものとし判定基準を表- 2.5.2に示す。 

 

表- 2.5.2  損傷評価の基準 

判定区分 対応必要性 

A 列車の運行停止または徐行等を行い、直

ちに対策が必要なもの 

B 定期的に監視を行い、計画的に対策を行

うもの 

C 定期的に監視を行い、必要に応じて対策

を行うもの 

 

 

 

【解 説】 

通常点検において損傷が確認された場合は、部材毎、損傷種類毎に損傷評価する。 

また、判定 Aが確認された場合は、直ちにその対応ついて、施設管理者等と協議を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 点検結果の記録 

点検結果の記録は、「軌道施設変状記録簿・変状調書」および「高架構造物変状記録簿・変状調書」を用

いて損傷状況を撮影し、劣化の進行状況を記録する。 

 

【解 説】 

点検の結果は、劣化の進行状況を記録するとともに効率的な維持管理を行うための基礎的な情報とし

て利用される。 

なお、損傷図は作成しないため、損傷位置を特定する目安となる部材名、距離票を確実に記録する。 

また、写真は近接写真（ズーム機能など）と遠望撮影による全景写真を併せて記録することにより、

次回点検で損傷位置を把握しやすくするような工夫を図ることが有効である。 

記録方法を次頁以降に記載する。 
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【軌道施設変状記録簿 記入例】 

 

 

表- 2.6.1  軌道施設変状記録簿 記入例 
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【軌道施設変状調書 記入例】 

 

表- 2.6.2  軌道施設変状調書 記入例 

 


